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大島まちづくり協議会事務局
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TEL090-7991-4928
FAX0 8 6-67-6818

シャコちゃんONE FOR▲LL ▲LL FOR ONE
一人はみんなのために みんなはひとりのために

「笠岡市は、住民同士が話し合いで地域課題に対処する地縁糸:[織 「まちづくり協議会」の設立を市内企24地区に呼
びかけている。」これは、今月はじめに掲1曳 された山陽新聞の記事の 1部です。笠岡市は、平成24年度中に仝地区設
立を目標にして、すでに、陶山・白石島 。新山・番町・神島などモデル地区に指定し、準備が進められています。

そこで、このたび、大島地区もモデル地区の仲間入りをさせてもらいました。

今年度は、取 り急ぎ体制づくりに取り組んでいます。
「
笑顔のおおしま」 「みんなが主役のおおしま」をモットー

に「大島まちづくり協議会」が立ち上がりました。

少子高齢化や人口減少等の社会問題がこの大 (＼
島地区にも生じて来ております。その中で、限

界集落的な状況も身近に見える感じがいたします。

笠岡市に大島地区担当者を4名配置してもらい、

設立支援を受けながら進めております。これま
での町内会・自治会等の行政協力委員組織を母

体に大島地区全体で抱える課題やその解決策を

話し合い、安全で快適に安心して暮らせる大島
地区にしていきたいと思います。
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笠岡市第 6次総合計画

「市民協働で築くしあわせなまち

活力ある福祉都市かさおか」

**めざすこと**

1 定住促進のまちづくり
2 安皇で快週なまちづくり
3 心豊かな人づくり
4 安心して再らせるまぢづくり
5 活気あるまちづくり
6 人と人がつながるまちづくり

大島地区が笠岡市内24地区のうち8番 目
に笠岡市モデル地区として指定されました。

そこで、各地域の課題解決するためには、

大島地域全体の意見を出し合い、連携協力
して活動することによって、より地域住民
の要望に的確に応えられることになります。

みんなが主役  美顔のおおしま
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みんなIユ ひとりのために

皆さんと  この声がけで  今こそ

地域のみなさん が 安全で 安心のできる

魅力あふれる まちづくり を推進しましょう

取り急ぎ その 第一歩を 踏み出しました

**大 島地 区で行 う事業 **(規 約第4条〕

(1)地域住民の安全、安心システムの構築

(2)地域住民の生きがいづくり

(3)地域住民のコミュニティの場づくり

(4)地域の文化財 (有形、無形)の保全と継承

(5)郷上の景観の保全と有効活用 (御獄山外)

(6)その他本会の目的に必要な事業
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第 1条  本会は、笠IⅦ 市白治)lt本条例の基本4!念に基づき、笠ilrrl市 と協lチカで地域住
民が安全で安心のできる魅力あふれるまちづくりをlit進 することをH的 とする。
(名  称)

第 2条 本会は、大ドうまちづくり脇i義会という。
(lJ「 務所)

第 3条 木会の4r務 所は、笠阿市大r↓中8940-1,Pr地 にド|く 。
(Jr 業)

第4条 本会は、第 1条の目的を達成するため、次の!J下業を行う。
(1)地域住民の安全、安心システムの構築
(2)地域住民の生きがいづくり

(3)地域住民のコミュニティの場づくり
(4)地域の文化財 (布 形、無形)の保全と継承
(5)勿士上の労tll党 の保全とイJ効 1帝川 (御紅山外)

(6)そ の他本会の‖的に必要な〕r業
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6 必要に応じて相談役及びXrl問 をはくことができる。
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大島まちづくり協議会規約 抜粋

1)会 浪

第2革 構 成
(会  Iミ )

第 5条 本会は、大rt中 学校IAに 居仕する住民及び各れれ団体でllイチ成する。

(役員の選出等)

第 7条 代iX員 は、地域の各rlTl団 体から選出する。

第6章 会 計
(会 計)

第23条  本会の運ギt等 に要する経費は、補助金、寄附金及びその他の収入金に
よりlllう ものとする。

第3章 役1ミ及び賊務
(役 11の flf別 )

第6条 木会に次の役す1を 世く。
1名
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若干名
50名以内
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